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  発行者情報 

【表紙】  

【公表書類】 発行者情報 

【公表日】 平成30年６月29日 

【発行者の名称】 
株式会社動力 

（DORYOKU Co.,Ltd.） 

【代表者の役職氏名】 代表取締役 鈴木 竜宏 

【本店の所在の場所】 愛知県安城市三河安城東町２-３-10 

【電話番号】 (0566)91-3880(代表） 

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長  藤本 進 

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの名称】 フィリップ証券株式会社 

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの代表者の役職氏名】 代表取締役 下山 均 

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋兜町４番２号 

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの財務状況が公表され  

 るウェブサイトのアドレス】 
https://www.phillip.co.jp/ 

【電話番号】 (03)3666-2101 

【取引所金融商品市場等に関する事項】 東京証券取引所 TOKYO PRO Market 

なお、振替機関の名称及び住所は下記のとおりです。 

名称：株式会社証券保管振替機構 

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

【公表されるホームページのアドレス】 株式会社動力 

http://www.doryoku.co.jp/ 

株式会社東京証券取引所 

https://www.jpx.co.jp/ 

【投資者に対する注意事項】  

１ TOKYO PRO Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リスクを

含んでいる場合があります。投資者は、TOKYO PRO Marketの上場会社に適用される上場適格性要件及

び適時開示基準並びに市場価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があり

ます。また、投資者は、発行者情報により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要

があります。特に、第一部 第３ ４【事業等のリスク】において公表された情報を慎重に検討する

必要があります。 

２ 発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員（金融商品取引法（以下「法」とい

う。）第21条第１項第１号に規定する役員（取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに

準ずる者）をいう。）は、発行者情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべ

き重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたとき

は、法第27条の34において準用する法第22条の規定に基づき、当該有価証券を取得した者に対し、情

報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当該有価

証券を取得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知っていた

ときは、この限りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けていることを知ら

ず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したときは、上記

賠償責任を負いません。 

３ TOKYO PRO Marketにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引所金

融商品市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、TOKYO PRO Marketにおい

ては、J-Adviserが重要な役割を担います。TOKYO PRO Marketの上場会社は、特定上場有価証券に関す

る有価証券上場規程の特例（以下「特例」という。）に従って、各上場会社のために行動するJ-

Adviserを選任する必要があります。J-Adviserの役割には、上場適格性要件に関する助言及び指導、

並びに上場申請手続のマネジメントが含まれます。これらの点について、投資者は、東京証券取引所

のホームページ等に掲げられるTOKYO PRO Marketに係る諸規則に留意する必要があります。 

４ 東京証券取引所は、発行者情報の内容（発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき事
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項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという点を

含みますが、これらに限られません。）について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠償責

任その他の一切の責任を負いません。 
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第一部【企業情報】 
 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次 
第８期 

(連結) 

第９期 

(単体) 

第10期 

(単体) 

決算年月 平成28年３月 平成29年３月 平成30年３月 

売上高 (千円) 932,651 2,613,933 1,858,110 

経常利益又は経常損失（△） (千円) △25,192 △68,074 13,963 

当期純利益または当期純損失(△) 

もしくは親会社株主に帰属する当期純損失（△）  
(千円) △21,678 △51,640 11,240 

包括利益 (千円) △21,678 ― ― 

資本金 (千円) 19,108 19,108 19,108 

発行済株式総数 （株） 2,066,000 2,066,000 2,066,000 

純資産額 (千円) 301,026 249,386 242,548 

総資産額 (千円) 893,338 778,975 715,396 

１株当たり純資産額 (円) 145.47 120.47 125.10 

１株当たり配当額 

(うち１株当たり中間配当額) 
(円) 

― 

(―) 

― 

(―) 

― 

(―) 

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 金 額 

又は１株当たり当期純損失金額(△）
(円) △10.49 △25.00 5.67 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金

額 
(円)  ― ― ― 

自己資本比率 (％) 33.6 32.0 33.8 

自己資本利益率 (％) ― ― 4.6 

株価収益率 (倍) ― ― ― 

配当性向 (％) ― ― ― 

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △47,751 △144,209 △111,823 

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) 240,352 30,313 2,138 

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △20,617 87,683 △22,802 

現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 338,866 322,311 189,823 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
(人) 

62 

(14) 

            58 

(13) 

            53 

(９) 

（注）１．当社は、第８期連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりましたが、第９期において連結子会社を吸収合  

     併したことにより、単体情報に移行しております。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．第10期の発行済株式総数には当社が保有する自己株式 131,000株が含まれております。 

４．第８期及び第９期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期

純損失を計上しているため記載しておりません。また第10期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

５．第８期における自己資本利益率については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため、記載しており

ません。第９期における自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため、記載しておりません。 

６．第８期及び第９期の株価収益率は、１株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。また第10期の

株価収益率については、期中での取引実績がないため記載しておりません。 
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７．１株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため、記載しておりません。 

８．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、期中の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

９．第８期の連結財務諸表及び第９期の財務諸表、第10期の財務諸表について、特定上場有価証券に関する有価証券上

場規定の特例第128条第３項の規定に基づき、監査法人コスモスの監査を受けております。  

10．持分法を適用した場合の投資利益につきましては、関連会社が存在しないため記載しておりません。  

 

２【沿革】 

年 月 沿 革 

平成20年12月 愛知県蒲郡市に環境商材の販売施工を目的として株式会社スズキ太陽技術を設立 

平成21年10月 電気工事業登録 

平成22年 １月 愛知県安城市大東町に本社を移転 

平成23年 ２月 国内住宅用設置金具「瓦アンカー」「Ｄアンカー」を高島㈱と共同開発 

 国内住宅用太陽電池ラックシステム「スマートラック®」を高島㈱と共同開発 

平成25年 ２月 瓦用設置金具「Ｐｏｗｅｒ ｂａｓｅ®」を高島㈱と共同開発 

平成25年 ２月 産業用野立てラックシステム「ＳＤフレーム」を㈱ダイワと共同開発 

平成25年10月 愛知県安城市三河安城東町に人材開発センターを開設 

平成25年11月 ＩＳＯ9001認証取得 

平成25年12月 静岡県静岡市葵区に静岡営業所を開設 

平成26年 １月 愛知県安城市三河安城東町に本社を移転 

平成26年 ２月 「一般建設業」国土交通大臣許可（般－25）第25303号を取得 

平成26年 ５月 愛知県安城市三河安城東町に蓄電池の専門工事を目的として株式会社動力を設立 

平成26年 ５月 大波スレート専用金具「ＯＳアンカー」を開発 

平成26年10月 折板屋根用直付金具「ＳＭＡＣ」を開発 

平成26年11月 折板屋根用10度架台「ＳＲ10」を開発 

平成26年11月 ＩＳＯ14001認証取得 

平成27年 １月 折板屋根用０度架台「ＳＲ ＺＥＲＯ」を開発 

平成27年 ２月 愛知県北名古屋市久地野権現に名古屋営業所を開設 

平成27年 ３月 株式会社動力（愛知県安城市）を完全子会社化 

平成27年 ４月 産業用設置金具「Ｄキャッチ」を開発 

平成27年 ８月 東京証券取引所ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔへ上場 

平成27年11月 国内住宅用太陽電池ラックシステム「スマートラック®ジャイロック」を高島㈱と共同開発 

平成27年12月 ＴＡＫグリーンサービス株式会社の株式を取得（子会社化） 

平成27年12月 ＴＡＫグリーンサービス株式会社を株式会社動力に商号変更 

平成28年 ２月 有限会社大香電工の株式を取得（子会社化） 

平成28年 ３月 「三菱流通調達適合架台」を開発 

平成28年 ４月 子会社３社（株式会社動力、有限会社大香電工及び株式会社動力）を吸収合併 

平成29年 ７月 屋根リフォーム材「C/guard」取扱開始 
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３【事業の内容】 
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４【関係会社の状況】 

 

 その他の関係会社である高島株式会社の状況については第５【経理の状況】１【財務諸表等】（１）【財

務諸表】【注記事項】【関連当事者情報】に記載しているため、記載を省略しております。 

 

５【従業員の状況】 

（１）提出会社の状況 

 平成30年３月31日現在 

 従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 

53（９） 39 ４ 4,948 

 （注)１．従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員およびパート、 嘱託社員）は、 

    当事業年度の平均人員を（ ）外数で記載しております。  

２. 平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与は臨時雇用者を除いております。 

３．当社は環境エネルギー事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 

 

（２）労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 
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第２【事業の状況】 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 

 太陽光発電による電力の買い取り単価低下によるお客様の購買意識の低下に加え施工費用の価格競争

激化は、当社の主力とする事業についてより厳しい環境への要因となっております。 

 しかし、このような環境の中、当社は「変化する」という基本理念に立ち返り、当社の独自性あるい

は優位性を活かした経営展開を図ってまいります。また、より一層商品の精度、品質を高め、お客様を

はじめとする全てのステークホルダーの皆さまにご満足頂けるよう、以下の課題解決に取り組みながら

一層努力してまいります。 

 

①人材の確保及び人材育成について 

当社の目指すべき経営理念を実現するためには、組織力の向上が不可欠であり、そのために優秀な

人材を育成する事が重要な課題であると認識しております。そのため、当社の経営理念を理解しチャレ

ンジを続ける優秀な人材を採用・教育することにより永続できる企業を目指してまいります。 

 

②各事業所の基盤強化について 

当社は事業エリアを東日本と西日本に拡大いたしましたが、品質やコスト面でその基盤をさらに強化

し、更なる事業拡大に向けてのステップアップを目指すことが重要だと考えております。今後は人材の

確保と併せて、既存リソースのブラッシュアップを図り、必要に応じた諸施策を行ってまいります。 

 

  ③事業資金確保について 

当社では、更なる事業拡大を見据え、資金調達手段を多様化することで、中長期的に安定した成長が

可能な財務体質の強化に努めてまいります。 

 

  ④今後の事業展開について 

今後、当社は未来に貢献しお客様や社会のニーズに合致する事業展開をするという基本に立ち返り、

現在展開する事業をさらに深化すると共に、当社の営業ネットワークを生かして特色ある屋根材である

C/guardの販売、さらには賃貸集合住宅管理業務等の新規事業展開を図ってまいります。 
 

２【事業等のリスク】 

 以下において、当社の事業展開その他に関してリスク要因と考えられる主な事項を記載しております。 

 当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の適切な対応に努める方 

針ですが、当社株式に関する投資判断は、以下の事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必 

要があると考えております。 

 また、文中の将来に関する事項は、本発行者情報公表日現在において当社が判断したものであり、実際の結果 

とは異なる可能性があります。 

 

（１）当社を取り巻く市場環境について 

当社は、今後も成長が予想される太陽光発電市場に対応していくため、太陽光発電関連製品の受注、生産に積

極的に取り組んでまいりますが、再生可能エネルギーの固定買取制度及び各種補助金の動向や電気事業者の方

針・動向によっては、太陽光発電市場が当社の予想に反して十分に拡大せず、その場合には当社の財政状態及び

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、太陽光発電市場が当社の予想どおり拡大した場合でも、競争激化に伴う販売価格の低下の内容によって

は、当社の財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（２）法規制について 

当社は、環境商材販売、施工事業及び架台販売事業を行っており、「建設業法」、「建築基準法」、「電気工

事業の業務の適正化に関する法律」等の法規制を受けており、社内管理体制の整備や各種講習会に参加して法律

知識を取得する等により法令を遵守し販売、施工する努力を行っております。将来これらの法令の改正や新たな

法令規制が制定され当社の事業に適用された場合、当社グループの事業はその制約を受けることとなり、業績に

影響を与える可能性があります。 

 

（３）事業許可の更新と事業活動の停止及び取り消し要件について 

 当社の事業は国土交通大臣の建設業許可が必要であります。事業許可は、有効期限が５年間で、事業継続には

許可の更新が必要となります。当社の申請が基準に適合しない場合や、事業活動において違反行為が生じた場合
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には、営業の停止又は許可の取り消しという行政処分が下される恐れがあります。当社は現在、これらの規制に

抵触するような事由は発生しておりませんが、万一、当該基準に抵触するようなことがあれば、事業活動に重大

な影響を及ぼす可能性があります。 

 

 

（４）知的財産権等について 

 当社は、自社開発または共同開発により太陽光発電システム向け架台の開発・製造を行っており出願中の特許

権を含めた知的財産及び技術上のノウハウを保有しております。当社は、製品開発に際して特許侵害のないよう

に注意を払っておりますが、特許侵害の可能性が皆無とはいえません。また、国内外の特許出願状況、認定状況

によっては、当社製品及び事業に関連する特許が成立する可能性があるため、当社が他社の特許を侵害している、

あるいは将来的に侵害する可能性を否定できません。他社から特許侵害の訴訟を受けた場合には、当社の業績に

影響が生じるおそれがあります。 

 

 （５）重大事故発生のリスク 

 環境商材販売、施工事業においては、建築現場における安全衛生、工程管理は最新の注意を払っておりますが、

人的若しくは施工物に関する重大な事故が発生した場合は、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 

（６）製品の陳腐化について 

当社は、開発部において、既存製品の改良と新製品当の開発に取組んでおりますが、万一、当社が想定してい

ない新技術及び新製品が普及した場合には、当社の提供する製品が陳腐化し、当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。また、当社製品の競合先との競争激化による製品価格の引下げは、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。 

 

（７）品質管理について 

 当社は平成25年 11月、品質マネジメントシステム規格のISO9001の認証を取得し、万全な品質管理体制を構

築、強化するとともに、製品の品質管理に細心の注意を払ってまいりました。しかし、こうした体制整備の徹底

にも拘わらず、何らかの理由により当社製品に不良が発生し、当該不良を原因として顧客に重大な事故が発生す

る等の損害が生じた場合には、社会的信用の低下や顧客に対する損害賠償等により、当社の業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

 

（８）小規模組織であること 

 当社は平成 20年 12月に設立されましたが、社歴が浅く、本発行者情報公表日現在においても取締役６名、従

業員62名(臨時雇用者数含む)と少なく、役職員への依存度が高い傾向にあります。 

 今後、事業拡大に伴い業務遂行体制の充実を図る予定でありますが、役職員の業務遂行に支障が生じたり、社

外に流出した場合には、当社の業務に影響を与える可能性があります。 

 

（９）特定人物へ依存するリスク 

 当社の創業者である、代表取締役社長鈴木竜宏は、会社設立以来の最高経営責任者として、当社の経営方針や

事業戦略の決定をはじめ、営業を中心とする事業推進において重要な役割を担っております。当社においては、

特定人物に依存しない体制を構築すべく、人材の招聘による事業推進体制の整備や職務分掌及び職務権限規程等

により権限委譲を進めており、同人へ過度に依存しない組織体制の整備を進めておりますが、同人が当社の業務

遂行に支障をきたす事象が生じた場合、現時点においては当社の事業展開および経営成績に影響を及ぼす可能性

があります。 

 

（10）人材の確保、育成について 

 当社は、事業の拡大とともに、電気施工技術、設計の知識と経験を有する優秀な人材を継続的に確保、育成し

ていく必要があると認識しており、こうした優秀な人材の採用と技術習得のための教育訓練に積極的に取り組ん

でおります。しかし、当社が必要とする技術に精通している人材の採用や育成が十分にできなかった場合には、

当社の事業の拡大に制限が生じ、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（11）特定地域に対する依存度等について 

 当社は主に首都圏及び東海圏での事業展開を行っておりますが、地震等の災害が発生し、本社社屋及び拠点営

業所の損壊などによる営業の一時停止や、道路網の寸断、交通制御装置の破損等により事業の運営が困難になっ

た場合、あるいは同地域に特定した経済的ダメージが発生し経済環境が悪化した場合には、修繕の必要性や、多

額の費用が発生する可能性があり、当社の財政状態または業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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（12）ストック・オプション行使による株式価値の希薄化について 

 当社は、役職員に対するインセンティブを目的としたストック・オプション制度を採用しております。今後に

つきましてもストック・オプション制度を活用していくことを検討しており、今後付与される新株予約権の行使

が行われた場合は、保有株式の株式価値が希薄化する可能性があります。なお、本発行者情報公表日現在におけ

る新株予約権による潜在株式は493,400株であり、発行済株式総数2,066,000株の23.9％に相当します。 

 

 

（13）配当政策について 

 当社では、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けています。しかしながら、当社は成

長拡大の過程にあると考えており、経営基盤の強化及び積極的な事業展開のために内部留保の充実を図り、財務

体質の強化と事業拡大に向けた投資に充当することで、更なる事業拡大を実現することが株主に対する最大の利

益還元につながると考えております。 

 将来的には、経営成績及び財政状態を勘案しながら株主への利益の配当を検討する方針でありますが、配当の

実施及びその時期等については本発行者情報公表日現在において未定であります。 

 

（14）担当J-Adviserとの契約について 

 当社は、㈱東京証券取引所が運営を行なっております証券市場TOKYO PRO Marketの上場企業です。 

当社ではフィリップ証券㈱を平成26年9月17日の取締役会において、担当J-Adviserに指定する事を決議し、

平成26年11月６日にフィリップ証券㈱との間で、担当J-Adviser契約書（以下「当該契約」といいます。）を

締結しております。当該契約は、TOKYO PRO Marketにおける当社株式の新規上場及び上場維持の前提となる契

約であり、当該契約を解除し、かつ、他の担当 J-Adviserを確保できない場合、当社株式は TOKYO PRO Market

から上場廃止となります。当該契約における契約解除に関する条項及び契約解除に係る事前催告に関する事項は

以下のとおりです。 

 なお、本発行者情報の開示日現在において、当該契約の解除条項に該当する事象は生じておりません。 

 

＜J-Adviser契約解除に関する条項＞ 

当社（以下「甲」という。）が次のいずれかに該当する場合には、フィリップ証券㈱（以下「乙」という。）は

J-Adviser契約（以下「本契約」という。）を即日無催告解除することができる。 

(1) 債務超過 

甲がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合において、1年以内に債務超過の状態から脱却しえなか

ったとき、すなわち債務超過の状態となった事業年度の末日の翌日から起算して 1年を経過する日（当該 1

年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該 1年を経過する日の後最初に到来する事業

年度の末日）までの期間（以下この項において「猶予期間」という。）において債務超過の状態から脱却しえ

なかった場合。但し、甲が法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続又は私的整理に関するガイドライ

ン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うことにより、当該 1年を経過した日

から起算して 1年以内に債務超過の状態から脱却することを計画している場合（乙が適当と認める場合に限

る。）には、2年以内（審査対象事業年度の末日の翌日から起算して 2年を経過する日（猶予期間の最終日の

翌日から起算して 1年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該 1年を経過する日後最

初に到来する事業年度の末日）までの期間内）に債務超過の状態から脱却しえなかったとき。 

なお、乙が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、猶予期間の最終日の属する連結会計年度（甲が

連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には事業年度）に係る決算の内容を開示するまでの間において、

再建計画（本号但し書に定める 1年以内に債務超過の状態でなくなるための計画を含む。）を公表している甲

を対象とし、甲が提出する当該再建計画並びに次のａ及びｂに定める書類に基づき行う。 

ａ 次の(ａ)又は(ｂ)の場合の区分に従い、当該(ａ)又は(ｂ)に規定する書面 

(ａ) 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合 

当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証する書面 

(ｂ) 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行 

 う場合 

当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載した

書面 

ｂ 本号但し書に定める 1年以内に債務超過の状態でなくなるための計画の前提となった重要な事項等が、 

  公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面 

(2) 銀行取引の停止 

甲が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった旨の報告

を書面で受けた場合 

(3) 破産手続、再生手続又は更生手続 

甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合（甲が、法

律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手続
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を必要と判断した場合）又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、

次のａからｃまでに掲げる場合その他甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必

要とするに至った場合に準ずる状態になったと乙が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる

場合には当該ａからｃまでに定める日に本号前段に該当するものとして取り扱う。 

ａ 甲が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づか

ない整理を行う場合 

甲から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日 

ｂ 甲が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困

難である旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しくは大

部分の譲渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を行った場合、

甲から当該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日（事業の大

部分の譲渡の場合には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると乙が認めた日） 

ｃ 甲が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済

に関する合意を当該債権者又は第三者と行った場合（当該債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の

額が直前事業年度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額以上である場合に限る。） 

甲から当該合意を行ったことについての書面による報告を受けた日 

(4) 前号に該当することとなった場合においても、以下に定める再建計画の開示を行った場合には、原則とし

て本契約の解除は行わないものとする。 

再建計画とは次のａないしｃの全てに該当するものをいう。 

ａ 次の(ａ)又は(ｂ)に定める場合に従い、当該(ａ)又は(ｂ)に定める事項に該当すること。 

(ａ) 甲が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合 

当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであること。 

(ｂ) 甲が前号ｃに規定する合意を行った場合 

当該再建計画が、前号ｃに規定する債権者又は第三者の合意を得ているものであること。 

ｂ 当該再建計画に次の(ａ)及び(ｂ)に掲げる事項が記載されていること。 

(ａ) 当該上場有価証券の全部を消却するものでないこと。 

(ｂ) 前ａの(ａ)に規定する見込みがある旨及びその理由又は同(ｂ)に規定する合意がなされていること 

 及びそれを証する内容 

ｃ 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当 

 でないと認められるものでないこと。 

(5) 事業活動の停止 

甲が事業活動を停止した場合（甲及びその連結子会社の事業活動が停止されたと乙が認めた場合をいう）又

はこれに準ずる状態になった場合。 

なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他甲が事業活動を停止した

場合に準ずる状態になった場合と乙が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合には当該

ａからｃまでに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。 

ａ 甲が、合併により解散する場合のうち、合併に際して甲の株主に対してその株券等に代わる財産の全 

 部又は一部として次の(ａ)又は(ｂ)に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその効力 

 を生ずる日の3日前（休業日を除外する。）の日 

(ａ) TOKYO PRO Marketの上場株券等 

(ｂ) 上場株券等が、その発行者である甲の合併による解散により上場廃止となる場合 当該合併に係る

新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社（当該会社が発行者である株券等を当該合併に際して

交付する場合に限る。）が上場申請を行い、速やかに上場される見込みのある株券等 

ｂ 甲が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、甲から当該合併に関する株主総会（普 

 通出資者総会を含む。）の決議についての書面による報告を受けた日（当該合併について株主総会の決議 

 による承認を要しない場合には、取締役会の決議（委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。） 

 についての書面による報告を受けた日） 

 ｃ 甲が、ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合（（3）ｂの規定の適用を受ける場 

  合を除く。）は、甲から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日。 

(6) 不適当な合併等 

甲が非上場会社の吸収合併又はこれに類する行為（ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株式交換、ⅱ 会社分

割による非上場会社からの事業の承継、ⅲ 非上場会社からの事業の譲受け、ⅳ 会社分割による他の者への

事業の承継、ⅴ 他の者への事業の譲渡、ⅵ 非上場会社との業務上の提携、ⅶ 第三者割当による株式若しく

は優先出資の割当て、ⅷ その他非上場会社の吸収合併又はこれらⅰからⅶまでと同等の効果をもたらすと認

められる行為）を行った場合で、当該上場会社が実質的な存続会社でないと乙が認めた場合。 
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(7) 支配株主との取引の健全性の毀損 

第三者割当により支配株主が異動した場合（当該割当により支配株主が異動した場合及び当該割当により交

付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合）において、支配株主との

取引に関する健全性が著しく毀損されていると乙が認めるとき 

(8) 有価証券報告書又は四半期報告書ならびに発行者情報等の提出遅延 

甲が提出の義務を有する有価証券報告書又は四半期報告書ならびに発行者情報等につき、法令及び上場規程

等に定める期間内に提出しなかった場合で、乙がその遅延理由が適切でないと判断した場合 

(9) 虚偽記載又は不適正意見等 

次のａ又はｂに該当する場合 

ａ 甲が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合 

ｂ 甲の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、監査報告書については 

 「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨（天災地変等、甲の責めに帰すべからざる事由によるも 

 のである場合を除く。以下このｂにおいて同じ。）が記載され、かつ、その影響が重大であると乙が認め 

 る場合 

(10) 法令違反及び上場規程違反等 

甲が重大な法令違反又は上場規程に関する重大な違反を行った場合。 

(11) 株式事務代行機関への委託 

甲が株式事務を㈱東京証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しな

いこととなることが確実となった場合。 

(12) 株式の譲渡制限 

甲が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。 

(13) 完全子会社化 

甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合。 

(14) 指定振替機関における取扱い 

甲が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合 

(15) 株主の権利の不当な制限 

株主の権利内容及びその行使が不当に制限されているとして、甲が次の aから gまでのいずれかに掲げる行

為を行っていると乙が認めた場合でかつ株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと乙が認める場合、

その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると乙が認めた場合。 

a 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行する 

 買収防衛策（以下「ライツプラン」という。）のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予約権 

 を導入時点の株主等に対し割り当てておくものの導入（実質的に買収防衛策の発動の時点の株主に割り 

 当てるために、導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く。） 

b ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は不 

 発動とすることができないものの導入 

c 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議を 

 要する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定（持株会社である甲の主要な事業を行ってい 

 る子会社が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を甲以外の者を割当先として発行する場合に 

 おいて、当該種類株式の発行が甲に対する買収の実現を困難にする方策であると乙が認めるときは、甲 

 が重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行するも 

 のとして取り扱う。）。 

d 上場株券等について、株主総会において議決権を行使することができる事項のうち取締役の過半数の選 

 解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決定。 

e 上場株券等より議決権の多い株式（取締役の選解任その他の重要な事項について株主総会において一個 

 の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的利益を受ける権利 

 の価額等が上場株券等より低い株式をいう。）の発行に係る決議又は決定。 

f 議決権の比率が300％を超える第三者割当に係る決議又は決定。ただし、株主及び投資者の利益を侵害 

 するおそれが少ないと乙が認める場合は、この限りでない。 

g 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為に係 

 る決議又は決定。 

(16) 全部取得 

甲が当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合。 

(17) 反社会的勢力の関与 

甲が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態が TOKYO PRO Marketに対する

株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと乙が認めるとき。 

(18) その他 

前各号のほか、公益又は投資者保護のため、乙もしくは㈱東京証券取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認

めた場合。 
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  ＜J-Adviser契約解除に係る事前催告に関する事項＞ 

 1. いずれかの当事者が、本契約に基づく義務の履行を怠り、又は、その他本契約違反を犯した場合、相手方は、 

  相当の期間（特段の事情のない限り 1ヵ月とする。）を定めてその違反の是正又は義務の履行を書面で催告し、 

  その催告期間内にその違反の是正又は義務の履行がなされなかったときは本契約を解除することができる。 

 2．前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、合意により本契約期間中いつでも本契約を解除することができる。 

  また、いずれかの当事者から相手方に対し、1ヵ月前に書面で通知することにより本契約を解除することがで 

  きる。 

 3．契約解除する場合、特段の事情のない限り乙は、あらかじめ本契約を解除する旨を㈱東京証券取引所に通知 

  しなければならない。 

 

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

（１）経営成績等の状況の概要 

   当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という) 

  の状況の概要は次のとおりであります。 

  なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度の末日現在において当社が判断したものでありま         

  す。 

 

  ①財政状態及び経営成績の状況 

 

   当事業年度（平成29年４月1日から平成30年３月31日）におけるわが国の経済情勢は、緩や   

  かな景気拡大により、建築・住宅分野でも明るい兆しが見えてまいりました。しかしながら、太陽 

  光発電においては売電価格の低下、受注価格の競争激化さらには人件費の高騰等により、厳しい状 

  況が続いております。  

    このような環境下、当社は合併によるシナジー効果が徐々に発揮されるとともに、受注価格の見 

  直しを図り、当社の強みである太陽光発電に関連した省エネ機器販売、あるいは屋根材販売等の付 

  加価値の高い新規商材の販売強化を推進してまいりました。また、工事の自家職化を進める一方、 

  支給部材の活用と薄利販売の見直しをした結果、売上高は減少したものの、利益率の向上及び業務 

  体制の効率化による経費圧縮により営業利益を計上することが出来ました。 

  これらの結果、売上高1,858,110千円(前年同期28.9％減)、営業利益12,143千円(前事業年度は  

 76,204千円の営業損失)、経常利益13,963千円(前事業年度は68,074千円の経常損失)、当期純利 

 益11,240千円(前事業年度は51,640千円の当期純損失)となりました。 

  尚、当社の事業は施工ならびに架台販売事業を主体とする環境エネルギー事業単一セグメント 
 であるため、セグメント別の掲載を省略しております。 
 

  ②キャッシュ・フローの状況 

 
当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税引前当期純利益が

12,560千円(前事業年度は 52,064千円の税引前当期純損失)となったものの、売上債権、棚卸資産

の増加等により、当事業年度末の残高は 189,823千円となりました。各キャッシュ・フローの状

況とその主な要因は以下のとおりであります。   

    
   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は 111,823千円(前年同期比 22.5％減)となりました。これは主

に税引前当期純利益 12,560千円の計上、たな卸資産の増加 45,204千円、売上債権の増加

15,909千円、仕入債務の減少50,913千円によるものであります。 

 
    （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は 2,138千円(前年同期比 93.0％減)となりました。これは主に

定期預金の預入による支出22,190千円、定期預金の払戻による収入22,600千円、及び保険解約

による収入4,251千円によるものであります。 

 
    （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は22,802千円(前年同期は87,683千円の獲得)となりました。こ

れは自己株式の取得による支出 18,078千円、長期未払金の返済による支出 4,724千円によるも

のであります。 
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 ③生産、受注及び販売の実績 

 

当社は、環境商材販売、施工ならびに架台販売事業を主体とする環境エネルギー事業の単一セグメントで

あるため、セグメント別の記載に代えて事業部門別に記載しております。 

 

   a 生産実績 

該当事項はありません。 

 

 

   b受注状況 

   当事業年度における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門の名称 
受注高 受注残高 

金額（千円） 前年同期比（％） 金額（千円） 前年同期比（％） 

環境商材販売、施工事業（千円） 2,351,151 76.8 242,150 55.8 

合計 2,351,151 76.8 242,150 55.8 

  （注）１．上記金額に消費税等は含まれておりません。 

      ２．架台販売事業は、受注から販売までの所要日数が短く、常に受注残高は僅少であります。また、期

中の受注高と販売実績がほぼ対応するため、記載を省略しております。 

   

 
 

   c販売実績 

当事業年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門の名称 

当事業年度 

（自 平成29年４月１日 

  至 平成30年３月31日） 

前年同期比(％) 

 環境商材販売、施工事業(千円) 1,595,629 66.5 

架台販売事業（千円） 262,481 121.8 

      合計 1,858,110 △28.9 

（注）上記金額に消費税は含まれておりません。 

      

 

（２）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 

   経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。 

   なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度の末日現在において当社が判断したものであります。 

 

  ①重要な会計方針及び見積り 

当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されておりま

す。この財務諸表の作成にあたって、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報

告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて、過去の

実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積

りと異なる場合があります。 

 

 

  ②当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容 

   当社の当事業年度の経営成績等は、平成28年４月に行われた企業統合による一時的な人件費を含むコスト 

  の増大について鎮静化が図られるとともに(当事業年度 販売管理費382,582千円(前年同期13.8％減))、工 
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  事原価意識の徹底による原価率の抑制(前事業年度85.9％ 当事業年度78.7%)により、効率的な業務運営が 

  行える状況となりました。一方で原価コストの見直しに伴う売上高の減少は、当社のキャッシュ・フローに 

  おいて現金同等物の減少となって表れておりますが、当社のキャッシュ・フローは自己資本比率の上昇が指 

  し示すとおり健全な水準を維持しております。当社の経営成績に重要な影響を与える要因として、外部要因 

  では太陽光発電の市場動向、企業及び個人の設備投資動向であり、内部要因としては、外注費を含む売上原 

  価の変動が主な要因であります。 

 

  ③当事業年度の財政状態の分析 

 

   （流動資産） 
     当事業年度末における流動資産の残高は593,882千円となり、前事業年度に比べ67,149千円の 
    減少となりました。これは主に現金及び預金の減少135,388千円 及び未成工事支出金の増加  
    43,858千円によるものであります。 
 
   （固定資産） 
     当事業年度末における固定資産の残高は121,514千円となり、前事業年度に比べ3,570千円の増 
    加となりました。これは主に有形固定資産の減少3,350千円 無形固定資産の減少 7,143千円およ 
    び差入保証金の増加11,055千円によるものであります。 
 
   （流動負債） 
     当事業年度末における流動負債の残高は468,606千円となり、前事業年度に比べ51,309千円の 
    減少となりました。これは主に買掛金の減少17,251千円 工事未払金の減少33,662千円によるも 
    のであります。 
 
   （固定負債） 
     当事業年度末における固定負債の残高は4,241千円となり、前事業年度に比べ5,432千円の減少 
    となりました。これは主に長期未払金の減少4,724千円によるものであります。 
 
    (純資産） 
     当事業年度末における純資産の残高は242,548千円となり、前事業年度に比べ6,838千円の減少 
    となりました。これは主に利益剰余金の増加11,240千円および自己株式の取得による減少18,078 
    千円によるものであります。 

 

当社は、経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的指標として売上高及び売

上原価 を指標とし、次事業年度は 売上高 2,300百万円、原価率 77％を目指してまいります。 
 

４【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

 

５【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

 

第３【設備の状況】 
 

１【主要な設備の状況】 

                                     平成30年３月31日現在   

事業所名 

（所在地） 
設備の内容 

帳簿価額（千円） 

従業員数（人） 機械装置 

及び運搬具 

工具、器具 

及び備品 
合計 

本店 

（愛知県安城市） 
事務所 1,866 1,284 3,150 25（３） 

（注）１．上記金額には消費税が含まれておりません。 

２．従業員数の（ ）は、臨時雇用者を外数で記載しております。 
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２【設備の新設、除却等の計画】 

当事業年度末における重要な設備の新設、除去等の計画はありません。 

 

第４【発行者の状況】 
 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

記名・無記名

の別、額面・

無額面の別及

び種類 

発行可能 

株式総数

（株） 

未発行株式数 

（株） 

当事業年度末 

現在発行数

（株） 

（平成30年３

月31日） 

公表日現在 

発行数 

（株） 

（平成30年６

月29日） 

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協

会名 

内容 

普通株式 8,000,000 5,934,000 2,066,000 2,066,000 
東京証券取引所 

（TOKYO PRO Market） 

単元株式数 

100株 

計 8,000,000 5,934,000 2,066,000 2,066,000 ― ― 

 

（２）【新株予約権等の状況】 

 ①ストックオプション制度の内容 

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づ

き新株予約権を発行する方法によるものであります。 

 

当該制度の内容は、以下のとおりであります。 

 

第１回新株予約権（平成27年３月30日臨時株主総会決議） 

決議年月日 平成27年３月30日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役 １名 

 

 

 
当事業年度末現在 

（平成30年３月31日） 
公表日の前月末現在 
（平成30年５月31日） 

新株予約権の数（個） 3,500（注）１ 3,500（注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個) 

― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数
（株） 

350,000（注）１ 350,000（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 138（注）２ 138 （注）２ 

新株予約権の行使期間 
自 平成27年３月31日 
至 平成37年３月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額（円） 

発行価格  139.38 
資本組入額  69.69 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する 同左 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 

― ― 

（注）１．本新株予約権1個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式100

株とする。 

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。

以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の

数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。 
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調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割（または併合）の比率 

 

 

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切

上げます。 

調整後行使価額 ＝  調整前行使価額 ×  
１ 

分割（または併合）の比率 

 

また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合

（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場

合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整によって生じる１円未満の端数は切上げます。 

 

調整後 

行使価額 

 

＝ 

 

調整前 

行使価額 
× 

既発行 

株式数 
＋ 
新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

新規発行前の１株あたりの時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通

株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合に

は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。 

さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ

て行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。 

 

３．新株予約権の行使の条件 

（１）新株予約権者は、本新株予約権の行使期間において以下の(a)乃至(d)に掲げる各事由が生じた

場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額にて、行使期間満了日ま

でに行使しなければならないものとする。 

(a) 行使価額に60％を乗じた価格を下回る価格（１円未満切り上げ）を対価とする当社普通株式

の発行等が行われた場合（払込金額が会社法第199条第３項・同第200条第２項に定める「特

に有利な金額である場合」を除く。）。 

(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場され

ていない場合、行使価額に60％を乗じた価格（１円未満切り上げ）を下回る価格を対価とす

る売買その他の取引が行われたとき（但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低

いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。）。 

(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場され

ていない場合、各事業年度末日を基準日としてDCF法ならびに類似会社比較法の方法により評

価された株式評価額が行使価額を下回った場合。 

(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場され

た場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額に60％

（１円未満切り上げ）を乗じた価格を下回る価格となった場合。 

（２）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 

（３）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過す

ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 

（４）各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。 

 

 

第２回新株予約権（平成27年３月30日臨時株主総会決議） 

決議年月日 平成27年３月30日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役 ２名、当社従業員 21名 

 

 

 
当事業年度末現在 

（平成30年３月31日） 
公表日の前月末現在 
（平成30年５月31日） 

新株予約権の数（個） 1,434（注）１ 1,434（注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個) 

― ― 
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新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数
（株） 

143,400（注）１ 143,400（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 138（注）２ 138（注）２ 

新株予約権の行使期間 
自 平成29年３月31日 
至 平成37年３月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額（円） 

発行価格  138 
資本組入額  69 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する 同左 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 

― ― 

（注）１．本新株予約権1個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式100

株とする。 

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。

以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の

数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。 

 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割（または併合）の比率 

 

 

 

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切

上げます。 

調整後行使価額 ＝  調整前行使価額 ×  
１ 

分割（または併合）の比率 

 

また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合

（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場

合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整によって生じる１円未満の端数は切上げます。 

 

調整後 

行使価額 

 

＝ 

 

調整前 

行使価額 
× 

既発行 

株式数 
＋ 
新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

新規発行前の１株あたりの時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通

株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合に

は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。 

さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ

て行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。 

 
３． 新株予約権の行使の条件 
（１） 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役

または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由が
ある場合はこの限りではない。 

（２） 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 
（３） 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 
（４） 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。 
 

（３）【行使価額修正事項付新株予約権等の行使状況等】 

該当事項はありません。 
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 

発行済株式 

総数増減数 

(株) 

発行済株式 

総数残高 

(株) 

資本金 

増減額 

(千円) 

資本金残高 

(千円) 

資本準備金 

増減額 

(千円) 

資本準備金 

残高 

(千円) 

平成27年３月30日 

(注)１ 
1,999,800 2,000,000 ― 10,000 ― ― 

平成27年３月30日 
66,000 2,066,000 9,108 19,108 ― ― 

(注)２ 

（注） 

    １．平成27年３月30日開催の臨時株主総会により、同日付で１株を10,000株に分割しております。これ 

    により株式数は1,999,800株増加し、2,000,000株となっております。 

    ２．有償第三者割当 

割当先    杉浦太 

発行価格   138円 

資本組入額  138円 

 

（５）【所有者別状況】 

 平成30年３月31日現在  

区分 

株式の状況(１単元の株式数100株) 単元未満 

株式の状

況 

(株) 

政府及び 

地方公共 

団体 

金融機関 
金融商品 

取引業者 

その他の 

法人 

外国法人等 個人 

その他 
計 

個人以外 個人 

株主数

(人) 
― ― ― 2 ― ― 4 6 ― 

所有株式

数(単元) 
― ― ― 3,102 ― ― 17,558 20,660 ― 

所有株式

数の割合 

(％) 

― ― ― 15.01 ― ― 84.99 100.00 ― 

(注)  自己株式131,000株は「個人その他」に1,310単元含まれております。 

 

（６）【大株主の状況】 

平成30年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数(自

己保有株式を除く)
に対する所有株式数

の割合(％) 

鈴木 竜宏 愛知県蒲郡市 1,564,800 80.86 

高島株式会社 
東京都千代田区神田駿河台２丁目２ 御茶ノ水

杏雲ビル13階 310,000 16.02 

神原 崇之 愛知県安城市 30,000 1.55 

矢隈 有子 愛知県半田市 30,000 1.55 

東海共立鋼業株式会社 愛知県名古屋市南区天白町５丁目31 200 0.01 

計 ― 1,935,000 100.00 
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（７）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 平成30年３月31日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 131,000            1,310 ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 1,935,000 19,350 

権利内容に何ら限定の

ない、当社における標

準となる株式であり、

単元株式数は100株で

あります。 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 2,066,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 20,660 ― 

 

 

②【自己株式等】 

                                                                             平成30年３月31日現在 
  所有者の氏名 

  または名称 
所有者の住所 

自己名義所有株式数 

        (株) 

他人名義所有株式数 

       (株) 

発行済株式総数に対する 
所有株式数の割合（％）  

（自己保有株式） 
  株式会社 動力 

 

愛知県安城市 

三河安城東町２丁目３番

地１０ 

 

131,000 

 

― 

 

6.34 

計 ― 131,000 ― 6.34 

 

（８）【役員・従業員株式所有制度の内容】 

該当事項はありません。 

 

２【自己株式の取得等の状況】 

  【株式の種類等】会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する 

         株式の取得 

(１)【株主総会決議による取得の状況】 

    区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

定時株主総会（平成29年６月27日決議） 

（取得期間平成29年７月１日～平成30年６月30日） 

及び 

臨時株主総会（平成30年２月15日決議） 

（取得期間平成30年２月16日～平成30年３月15日） 

での決議状況 

 131,000  18,078,000 

当事業年度前における取得自己株式 ― ― 

当事業年度における取得自己株式 131,000 18,078,000 

残存授権株式の総数及び価額の総額 0 0 

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 0.00  0.00  

当期間における取得自己株式 131,000 18,078,000 

提出日現在の未行使割合（％） 0.00 0.00 
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(２)【取締役会決議による取得の状況】 

       該当事項はありません。 

 

(３)【株主総会又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

             該当事項はありません。 

 

   (４)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

       

  

区分 

 

当事業年度 当期間 

株式数

（株） 

処分価額の総額

（円） 

株式数

（株） 

処分価額の総額

（円） 

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 ― ― ― ― 

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ― 

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ

た自己株式 
― ― ― ― 

その他 ― ― ― ― 

保有自己株式 131,000 ― 131,000 ― 

    

３【配当政策】 

当社では、株主に対する利益還元を経営上の重要政策として認識し、業績の状況、取り巻く環境および中

長期を展望した財務体質を勘案し、継続的かつ安定的に実施することを基本方針としております。 

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。こ

れらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

なお、当事業年度の配当につきましては、内部留保金の確保のため実施しておりません。内部留保金につ

きましては、企業体質強化、将来の事業展開のための資金等に充当してまいります。 

今後の配当につきましては、財政状態、経営成績及び今後の事業計画を勘案し内部留保とのバランスを図

りながらその実施を検討する所存であります。 

 

４【株価の推移】 

(１）【最近３年間の事業年度別最高・最低株価】 

回次 第８期 第９期 第10期 

決算年月 平成28年３月 平成29年３月 平成30年３月 

最高（円） 174 ― ― 

最低（円） 174 ― ― 
（注）当社は平成 27年８月 18日に東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへ上場致しました。最高・最低株価は、同市場におけ

る取引価格であります。 

 

（２）【最近６カ月の月別最高・最低価格】 

月別 平成29年10月 11月 12月 平成30年1月 ２月 ３月 

最高（円） ― ― ― ― ― ― 

最低（円） ― ― ― ― ― ― 

（注）１．最高、最低の株価は東京証券取引所 TOKYO PRO Marketにおける取引価格であります。 

（注）２．平成27年９月以降について売買実績がないため記載しておりません。 
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５【役員の状況】 

 

 男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.2％）             

                                      

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 報酬 

所有 

株式数 

(株) 

代表 

取締役 
社長 鈴木 竜宏 昭和46年11月11日生 

平成６年４月 株式会社サンリオ 

(注)１ 
(注)

３ 
1,564,800 

 
（現、株式会社エスアンドピー）入

社 

平成10年５月 株式会社屋根技術研究所入社 

平成20年12月 当社設立 

 代表取締役社長就任（現任） 

取締役 
常務 

取締役 
藤本  進 昭和42年９月５日生 

平成２年４月 

平成15年10月 

 

平成21年５月 

 

 

平成24年５月  

 

平成28年４月 

高島株式会社入社  

高島株式会社 

人事ユニットマネージャー 

TAKｸ゙ﾘーﾝｻーﾋ゙ｽ株式会社 

（現 株式会社動力）取締役副社長就

任 

TAKｸ゙ﾘーﾝｻーﾋ゙ｽ株式会社 

（現 株式会社動力） 

代表取締役社長就任 

当社常務取締役就任（現任） 

(注)１ 
(注) 

３ 
―  

取締役  開発部長 神原 崇之 昭和48年12月７日生 

平成８年４月 宮政瓦工業株式会社入社 

(注)１ 
(注)

３ 
30,000 

平成10年４月 株式会社屋根技術研究所入社 

平成22年４月 当社入社 開発部 課長 

平成25年４月 開発部 部長 

平成26年５月 取締役 開発部 部長就任（現任） 

取締役 総務部長 矢隈 有子 昭和38年１月13日生 

昭和56年４月 三新工業株式会社 

(注)１ 
(注) 

３ 
30,000 

 （現、アイシン高丘株式会社）入社 

平成２年１月 稲垣公認会計士事務所入所 

平成４年１月 カミヤプラスチック株式会社 

 （現、高浜化成株式会社）入社 

平成９年10月 株式会社屋根技術研究所入社 

平成21年６月 当社入社  

平成22年４月 管理部 課長 

平成24年４月 管理部 部長 

平成27年６月 取締役 総務部 部長就任（現任） 

取締役 統括部長 芦原 清一郎 昭和48年９月14日生 

平成９年４月 株式会社芦原建設入社 

(注)１  ―  

平成11年４月  今泉建設株式会社入社 

平成13年９月  株式会社芦原建設入社 

平成16年12月  TAKグリーンサービス株式会社入社 

平成21年４月 
 TAKグリーンサービス株式会社九州営

業部長 

平成24年４月 
 TAKグリーンサービス株式会社四国営

業部長 

平成25年４月 
 TAKグリーンサービス株式会社西日本

統括部長 

平成27年６月  TAKグリーンサービス株式会社取締役 

 平成28年４月  株式会社動力執行役員 西日本営業部 

統括部長 

平成29年６月 
取締役 西日本営業部 統括部長（現

任） 

取締役

（非常

勤） 

─ 川上 哲司 昭和34年１月11日生 

昭和56年４月 高島株式会社入社 

(注)

１、４ 

  

  
― 

平成11年４月 高島株式会社九州営業所配属 

平成21年４月 高島株式会社九州営業所所長 

平成26年４月 高島株式会社 

平成27年６月 名古屋支店支店長（現任） 

当社取締役就任（現任） 

監査役

（非常

勤） 

─ 深谷 雅俊 昭和49年８月19日生 

平成10年10月 監査法人伊東会計事務所入所 

(注)

２、５ 

(注) 

  ３ 
― 

平成14年４月 公認会計士登録 

平成19年８月 あずさ監査法人 

 （現有限責任あずさ監査法人）入所 

平成20年８月 深谷会計事務所開設 

 代表者就任（現任） 
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平成21年８月 株式会社買取王国監査役就任 

平成25年９月 アイ・タック技研株式会社 

 （現KeePer技研株式会社） 

 監査役就任 

平成26年５月 当社監査役就任（現任） 

    平成27年９月 
KeePer技研株式会社取締役監査等委

員就任（現任） 
   

    平成28年５ 月 
株式会社買取王国取締役監査等委員

就任（現任） 
   

（注）１．任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 

   ２．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の 

     時までであります。 

   ３．平成30年３月期における役員報酬の総額は38,638千円を支給しております。 

４．川上哲司氏は、会社法第２条第15項に定める社外取締役であります。  

５．深谷雅俊氏は、会社法第２条第16項に定める社外監査役であります。 
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】 

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下の通りです。 

 

 

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、コーポレート・ガバナンスを企業経営の重要事項と位置付けております。株主をはじめ多様なス

テーク・ホルダーとの適切な関係を維持し、社会に対する責任を果たしながら事業活動を行うことが、長期

的な業績向上や持続的成長の目的達成に最も重要な課題のひとつと考えております。コーポレート・ガバナ

ンスの機能を充実させ、透明性と公正性の高い経営を確立することは当社の重要な基本的責務です。 

この為、当社は取締役会を中心とした経営監督・監視機能を強化し、内部統制・リスク管理等の問題に対

処するため、コーポレート・ガバナンス体制を整備し、持続的発展を第一義に考えた事業運営を行うことと

しております。 

 

②会社の機関の内容 

イ．取締役会 

当社の取締役会は常勤取締役５名、非常勤取締役１名で構成されており、会社の経営上の意思決定機関

として取締役会規程に則して、経営方針やその他の重要事項について審議、意思決定を行うほか、取締役

による職務執行状況を確認しております。取締役会は毎月 1回定期的に開催するほか、必要に応じて、随

時開催しております。また、監査役が取締役会に出席し、適宜意見を述べることで、経営に対する適正な

牽制機能がはたされております。 

ロ．監査役 

当社は監査役を 1名選任しており、取締役会への出席を含め、会社業務及び会計の監査を実施するとと

もに、取締役や代表取締役の業務執行を適正性及び適法性の観点から監査しております。 

ハ．会計監査 

当社は、監査法人コスモスと監査契約を締結し、独立した立場から「特定上場有価証券に関する有価証

券上場規程の特例」第128条第３項の規定に基づき監査を受けております。なお平成30年３月期において

監査を執行した公認会計士は新開智之氏、小室豊和氏の２名であり、いずれも継続監査年数は７年以内で

あります。また当該監査業務にかかる補助者は公認会計士４名その他１名であります。 

なお当社と監査に従事する公認会計士及びその補助者との間には特別の利害関係はありません。 

 

③内部統制システムの整備の状況 

 業務を合理的に分担することで、特定の組織ならびに特定の担当者に業務や権限が集中することを回避し、

内部牽制機能が適切に働くよう努めております。 

 

 

株主総会 

取締役会 

代表取締役 内部監査担当 

監査法人 

各 部 門 顧問弁護士 

選任・解任 

選定・解職 
・監督 

指示 報告 

報告 

報告 

指示 

報告 

連携 
連携 

連携 

会計監査 

監査 

指導･助言 

選任・解任 

報告 

監査役 
監査 

選任・解任 
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④内部監査及び監査役の状況 

当社の内部監査は、管理本部が主管部署として、業務を監査しております。つぎに管理本部の監査は、代

表取締役及び開発部が実施しており、相互に牽制する体制をとっております。各部の監査結果並びに改善点

につきましては、内部監査担当者より、社長に対し報告書並びに改善要望書を提出する体制をとっておりま

す。 

 

⑤リスク管理体制の整備の状況 

当社のリスク管理体制は、リスク管理の主管部署として管理本部が情報の一元化を行っております。また、

当社は企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて弁護士等の複数の専門家から経営判断上の参考とす

るためのアドバイスを受ける体制をとっております。 

 

⑥社外取締役及び社外監査役の状況 

当社の社外取締役は１名及び社外監査役は１名を選任しております。社外取締役は、社内取締役に対する

監督、見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性を担っており、また社外監査役は、経営に対す

る監視、監督機能を担っております。 

社外監査役深谷雅俊氏は、当社との間には人的関係、資本的関係、または、取引関係その他の利害関係は

ありません。 

なお、当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針について特段の定めはあり

ませんが、選任に際しては、客観的、中立の経営監視機能が十分に発揮されるよう、取引関係等を考慮した

上で、選任を行っております。 

 

⑦ 役員報酬の内容 

役員区分 
報酬等の総額 

（千円） 

報酬等の種類別の総額 

（千円） 

対象となる 

役員の員数 

（人） 

基本報酬 賞与 
ストック 

オプション 
 

取締役（社外取締役を除く） 35,638 35,638 ― ― ５ 

監査役（社外監査役を除く） ― ― ― ― ― 

社外役員 3,000 3,000 ― ― ２ 

 

⑧役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法 

   当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。 

 

⑨取締役及び監査役の定数 

当社の取締役は７名以内、監査役は３名以内とする旨を定款で定めております。 

 

⑩取締役の選任決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。 

 

⑪株主総会の特別決議要件 

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第 309条第２項に定める株主総会の特別決議要件につ

いて、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以

上をもって行う旨を定款に定めております。 

 

⑫自己株式の取得 

当社は、会社法第 165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することがで

きる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とする

ため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。 

 

⑬⑫中間配当に関する事項 

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第 454条第５項の定めに基づき、取締役会

の決議により中間配当をすることができる旨を定款に定めております。 
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⑭取締役及び監査役の責任免除 

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、会社法 426条第１

項の規定により、任務を怠った取締役（取締役であったものを含む。）及び監査役（監査役であったものを含

む。）の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除できる旨を定款に定めております。 

 

⑮社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要 

当社は、会社法第 427条第１項の規定に基づき、同法第 423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締

結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低限度額としております。な

お、当該当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務

の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。 

 

⑯株式の保有状況 

該当事項はありません。 

 

（２）【監査報酬の内容等】 

①【監査法人に対する報酬の内容】 

前事業年度 当事業年度 

監査証明業務に基づく報
酬（千円） 

非監査業務に基づく報酬 
（千円） 

監査証明業務に基づく報
酬（千円） 

非監査業務に基づく報酬 
（千円） 

8,400 ― 8,400 ― 

②【その他重要な報酬の内容】 

（前事業年度） 

該当事項はありません。 

（当事業年度） 

該当事項はありません。 

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 

（前事業年度） 

該当事項はありません。 

（当事業年度） 

該当事項はありません。 

 

④【監査報酬の決定方針】 

当社の事業規模等を勘案して監査報酬額を決定しております。 
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第５【経理の状況】 
１ 財務諸表の作成方法について 

（１）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38年大蔵省令第 59号)

及び「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に基づいて作成しております。 

（２）当社の財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」

第 110条第６項で認められた会計基準のうち、我が国において一般的に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠しております。 

２ 監査証明について 

当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第 128条第３

項の規定に基づき、当事業年度（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）の財務諸表について、監

査法人コスモスにより監査を受けております。 

３ 連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 
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１【財務諸表等】 

（１）【財務諸表】 

 

①【貸借対照表】                                         

  （単位：千円） 

  前事業年度 当事業年度 

    （平成29年３月31日）   （平成30年３月31日） 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 340,811 205,423 

  受取手形 5,160 ― 

  売掛金     91,147     122,012 

  完成工事未収入金 166,992 159,518 

  未成工事支出金 51,004 94,862 

  原材料及び貯蔵品 ※１   1,535 ※１   2,882 

  前払費用 5,218 4,464 

  未収入金 41 ― 

  その他 255 6,104 

  貸倒引当金 △1,135 △1,386 

 流動資産合計 661,031 593,882 

 固定資産   

有形固定資産   

   建物（純額） 9,610 8,962 
   機械及び装置（純額） 840 741 

   車両運搬具（純額） 6,371 4,778 

   工具、器具及び備品（純額） 2,294 1,284 

  有形固定資産合計 ※２  19,116 ※２  15,766 

無形固定資産   

のれん 23,616 17,712 

ソフトウエア 4,289 3,050 

無形固定資産合計 27,906 20,763 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 21,558 21,558 

   出資金 192 202 

   長期前払費用 10,048 10,524 

   長期預金 5,780 8,270 

差入保証金   32,784   43,839 

破産更生債権等 2,322 ― 

その他 557 589 

   貸倒引当金 △2,322 ― 

  投資その他の資産合計 70,921 84,984 

 固定資産合計 117,944 121,514 

資産合計 778,975 715,396 
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  （単位：千円） 

  前事業年度 当事業年度 

    （平成29年３月31日）   （平成30年３月31日） 

負債の部   

流動負債   

 買掛金  111,716   94,465 

 工事未払金  215,035  181,373 

 短期借入金 110,000 110,000 

 未払金 9,208 6,296 

未払費用 27,884 27,788 

 未払法人税等 1,038 1,218 

 未払消費税等 4,583 4,009 

 未成工事受入金 15,187 16,535 

 預り金 13,260 14,920 

 賞与引当金 12,000 12,000 

 流動負債合計 519,915 468,606 

固定負債   

 長期未払金 4,724 ― 

 預り保証金 4,949 4,241 

 固定負債合計 9,673 4,241 

負債合計 529,589 472,847 

純資産の部   

 株主資本   

 資本金 19,108 19,108 

 利益剰余金   

  その他利益剰余金   

  繰越利益剰余金 229,795 241,035 

   利益剰余金合計 229,795 241,035 

     自己株式 ― △18,078 

   株主資本合計 248,903 242,065 

新株予約権 483 483 

純資産合計 249,386 242,548 

負債純資産合計 778,975 715,396 

   



30 

②【損益計算書】 

  （単位：千円） 

  前事業年度 当事業年度 

  

（自 平成28年４月１日 

 至 平成29年３月31日） 

（自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日） 

売上高 ※１   2,613,933 ※１   1,858,110 

売上原価   

 当期製品製造原価 ※１※３※８   2,246,052 ※１※３    1,463,384 

製品売上原価 2,246,052 1,463,384 

売上総利益 367,881 394,725 

販売費及び一般管理費 ※２※３    444,085 ※２※３    382,582 

営業利益又は営業損失（△） △76,204 12,143 

営業外収益   

 受取利息 57 29 

受取配当金 326 363 

 為替差益 ― 300 

 雑収入 8,527 1,884 

 営業外収益合計 8,911 2,578 

営業外費用   

 支払利息 781 757 

 営業外費用合計 781 757 

経常利益又は経常損失（△） △68,074 13,963 

特別利益   

 固定資産売却益 ※４      959 ※４     1,488 

 保険解約益 18,177 87 

 抱合株式消滅差益 ※５      586 ― 

 特別利益合計 19,723 1,576 

特別損失   

  リース解約損 ―     1,599 

 固定資産除却損 ※６     3,714 ― 

 減損損失 ― ※７     1,379 

 特別損失合計 3,714 2,979 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △52,064 12,560 

法人税、住民税及び事業税 1,038 1,320 

法人税等調整額 △1,462 ― 

法人税等合計 △424 1,320 

当期純利益又は当期純損失（△） △51,640 11,240 

 

 

③【製造原価明細書】 

区分 

前事業年度 

（自 平成28年４月１日 

  至 平成29年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成29年４月１日 

  至 平成30年３月31日） 

金額(千円) 
構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 

Ⅰ材料費 1,950,948 86.2 1,139,878 75.6 

Ⅱ労務費 79,888 3.5 68,475 4.5 

Ⅲ外注費 205,788 9.1 288,846 19.2 

Ⅳ経費 26,509 1.2 10,041 0.7 

  当期総製造費用 2,263,133 100.0 1,507,242 100.0 

  期首仕掛棚卸高 8,873  51,004  

  合併による受入高 25,048  ―  

  期末仕掛棚卸高 51,004  94,862  

計 2,246,052  1,463,384  

（注）原価計算の方法は、個別原価計算であります。 
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④【株主資本等変動計算書】 

 

前事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） 

                                        （単位：千円） 

 株   主   資   本 

新株 

予約権 

純資産 

合計 

 

 

資本金 

利 益 剰 余 金 

株主資本 

合計 

その他 

利益剰余金 利益剰余金 

合計

 

繰越 

利益剰余金 

当期首残高  19,108 281,435 281,435 300,543 483 301,026 

当期変動額       

当期純損失（△）  △51,640 △51,640 △51,640  △51,640 

当期変動額合計 － △51,640 △51,640 △51,640 － △51,640 

当期末残高 19,108 229,795 229,795 248,903 483 249,386 

 

 

当事業年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） 

   
 （単位：千円） 

 株   主   資   本 

新株 

予約権 

純資産 

合計 

 

 

資本金 

利 益 剰 余 金  

 

自己株式 
株主資本 

合計 

その他 

利益剰余金 利益剰余金 

合計

 

繰越 

利益剰余金 

当期首残高  19,108 229,795 229,795 － 248,903  483 249,386 

当期変動額        

 当期純利益  11,240 11,240  11,240  11,240 

 自己株式の取得    △18,078 △18,078  △18,078 

当期変動額合計 － 11,240 11,240 △18,078 △6,838 － △6,838 

当期末残高 19,108 241,035 241,035 △18,078 242,065 483 242,548 
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⑤【キャッシュ・フロー計算書】 

 
  （単位：千円） 

     前事業年度     当事業年度 

 

（自 平成28年４月１日 

 至 平成29年３月31日） 

（自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △52,064 12,560 

 減価償却費 9,703 6,151 

 のれん償却額 5,904 5,904 

 減損損失 ― 1,379 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,377 △2,071 

賞与引当金の増減額（△は減少） 

 受取利息及び受取配当金 

7,944 

△383 

― 

△392 

 支払利息 781 757 

 固定資産売却益 △959 △1,488 

 固定資産除却損 3,714 ― 

 保険解約益 △18,177 △87 

  抱合株式消滅益 △586 ― 

 売上債権の増減額（△は増加） 21,765 △15,909 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △16,205 △45,204 

 仕入債務の増減額（△は減少） △162,022 △50,913 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 9,788 △573 

 保証金の差入による支出 ― △10,000 

  保証金の回収による収入 26,174 ― 

 その他 △4,265 △10,403 

 小計 △165,512 △110,291 

 利息及び配当金の受取額 356 365 

 利息の支払額 △781 △757 

 法人税等の還付額 23,446 ― 

 法人税等の支払額 △1,718 △1,140 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △144,209 △111,823 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △19,600 △22,190 

 定期預金の払戻による収入 22,240 22,600 

 有形固定資産の取得による支出 ― △5,834 

 有形固定資産売却による収入 959 4,381 

 有形固定資産除却による支出 △528 ― 

 保証金の差入による支出 △2,680 △1,399 

 保証金の回収による収入 2,983 372 

 保険解約による収入 30,241 4,251 

 その他 △3,303 △41 

投資活動によるキャッシュ・フロー 30,313 2,138 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入                  210,000                  ― 

 短期借入金の返済による支出                △100,000                ― 

長期借入金の返済による支出                 △21,220                 ― 

長期未払金の返済による支出                   △1,096                   △4,724 

自己株式の取得による支出 ― △18,078 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 87,683 △22,802 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △26,213 △132,487 

現金及び現金同等物の期首残高 75,082 322,311 

連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 ※２ 263,783 ― 

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 ※２  9,658 ― 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 322,311 ※１ 189,823 
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【注記事項】  

 

（重要な会計方針） 

１．有価証券の評価基準及び評価法 

（１）その他有価証券 

移動平均法による原価法を採用しております。 

（２）満期保有目的の債券 

償却原価法を採用しております。 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法（収益性が低下した場合は正味売却価額まで簿価を切り下げる方 

法） 

  （１）未成工事支出金 

個別法による原価法を採用しております。 

  （２）原材料 

先入先出法による原価法を採用しております。 

（３）貯蔵品 

最終仕入原価法に基づく原価法を採用しております。 

３．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産 

     定率法によっております。ただし、建物及び平成28年４月１日以降取得した建物附属設備は定額法に

          おります。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

 

（２）無形固定資産 

     定額法によっております。 

     なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。 

（３）長期前払費用 

   均等償却を採用しております。 

４．重要な引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

   当社は売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

（２）賞与引当金 

   当社は従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に属する負

担額を計上しております。  

５．のれんの償却方法及び償却期間 

   のれんの償却期間については、５年以内の合理的な期間で均等償却しております。 

６．収益及び費用の計上基準 

    完成工事高の計上基準 

工事完成基準によっております。 

７．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

     手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ    

    スクしか負わない取引日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

８．その他財務諸表作成のための基本となる事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

建物 

機械及び装置 

車両運搬具 

工具、器具及び備品 

15～ 24年 

17年 

２ ～ ６年 

５ ～ 15年 
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（貸借対照表関係） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
  

前事業年度末 
(平成29年３月31日) 

当事業年度末 
(平成30年３月31日) 

有形固定資産の減価償却累計額 55,696千円 44,714千円

 

※２ 関係会社項目 

関係会社に対する資産及び負債に関して次のものがあります。   
  

前事業年度末 
(平成29年３月31日) 

当事業年度末 
(平成30年３月31日) 

流動資産 

   売掛金 19,869 千円 29,493 千円

固定資産 

  保証金 

 流動負債 

   買掛金 

   工事未払金 

24,864 千円

56,837 千円

193,030 千円

24,891 千円

84,182 千円

72,426 千円

 

 

（損益計算書関係） 

※１ 関係会社との取引に係わるものが次のとおり含まれております。 

 
前事業年度 

（自 平成28年４月１日 
  至 平成29年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成29年４月１日 

  至 平成30年３月31日） 

関係会社への売上高         87,770千円         108,353千円 

関係会社からの材料仕入        1,308,672          746,132   

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 
前事業年度 

（自 平成28年４月１日 
    至 平成29年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成29年４月１日 

    至 平成30年３月31日） 

役員報酬         73,200千円         38,638千円 

給与手当        142,920          150,939   

賞与 12,999   10,618   

法定福利費         40,672             25,575     

減価償却費          9,703            6,151   

退職給付費用         2,050           1,455   

賞与引当金繰入額 8,267     8,874     

貸倒引当金繰入額 3,457     251     

販売費及び一般管理費のおおよその割合 

販売費 54.2%   58.8%   

一般管理費 45.8    41.2    

 

 

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額 

前事業年度末 
(平成29年３月31日) 

当事業年度末 
(平成30年３月31日) 

1,282千円 9千円
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 ※４ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

 

 

 ※５ 抱合せ株式消滅差益の内容は次のとおりであります。 

前事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） 

非連結子会社であった株式会社動力の吸収合併に伴い発生した利益であります。 

 

 ※６ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

 

 ※７ 減損損失の内容は次のとおりであります。 

 

当事業年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） 

 東京営業所 
計 

用途 事業用資産 

場所 東京都墨田区  

建物        1,119千円      1,119千円 

工具器具及び備品          259千円       259千円 

      合計        1,379千円      1,379千円 

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位として、各事業所ごとに資産のグルーピングをしております。

経営環境の悪化により収益性が著しく低位で推移しており、将来キャッシュ・フロー見積期間にわたって回収可

能性が認められない事業用資産を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上してお

ります。 

 回収可能価額は、正味売却価額により合理的な調整を行って算出しております。 

  

 

 

※８ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切り下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に

含まれております。 

前事業年度末 
(平成29年３月31日) 

当事業年度末 
(平成30年３月31日) 

856千円 ―

 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
当事業年度 

期首株式数(株) 

当事業年度 

増加株式数(株) 

当事業年度 

減少株式数(株) 

当事業年度 

末株式数(株) 

発行済株式     

普通株式 2,066,000 － － 2,066,000 

合計 2,066,000 － － 2,066,000 

２．自己株式の種類及び株式に関する事項 

該当事項はありません。 

  前事業年度 
（自 平成28年４月１日 

  至 平成29年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成29年４月１日 

  至 平成30年３月31日） 

車両運搬具 959千円 1,488千円

合計 959千円 1,488千円

  前事業年度 
（自 平成28年４月１日 

  至 平成29年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成29年４月１日 

  至 平成30年３月31日） 

建物 1,908千円 ― 

構築物 807千円 ― 

土地 528千円 ― 

その他 469千円 ― 

合計 3,714千円 ― 
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３．新株予約権に関する事項 

新株予約権の内訳 
新株予約権の目的 

となる株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年度末

残高 

（千円） 
当事業 

年度期首 

当事業年度 

増加 

当事業年度 

減少 

当事業 

年度末 

第１回新株予約権 普通株式 350,000 ― ― 350,000 483 

第２回新株予約権 

（注） 
普通株式 222,100 ― 78,700 143,400 ― 

合計 ― 572,100 ― 78,700 493,400 483 

（注）第２回新株予約権の当事業年度減少は、従業員の退職による新株予約権の失効によるものであります。 

    

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
当事業年度 

期首株式数(株) 

当事業年度 

増加株式数(株) 

当事業年度 

減少株式数(株) 

当事業年度 

末株式数(株) 

発行済株式     

普通株式 2,066,000 － － 2,066,000 

合計 2,066,000 － － 2,066,000 

 

２．自己株式の種類及び株式に関する事項                                        

 
当事業年度 

期首株式数(株) 

当事業年度 

増加株式数(株) 

当事業年度 

減少株式数(株) 

当事業年度 

末株式数(株) 

自己株式     

普通株式 － 131,000 － 131,000 

合計 － 131,000 － 131,000 

（注）自己株式数の増加は、取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加分であります。   

 

 

３．新株予約権に関する事項 

新株予約権の内訳 
新株予約権の目的 

となる株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年度末

残高 

（千円） 
当事業 

年度期首 

当事業年度 

増加 

当事業年度 

減少 

当事業 

年度末 

第１回新株予約権 普通株式 350,000 ― ― 350,000 483 

第２回新株予約権 普通株式 143,400 ― ― 143,400 ― 

合計 ― 493,400 ― ― 493,400 483 

    

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は、次のとおり

であります。 

 
前事業年度 

（自 平成28年４月１日 
  至 平成29年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成29年４月１日 

  至 平成30年３月31日） 

現金及び預金勘定 340,811千円 205,423千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △18,500   △15,600   

現金及び現金同等物 322,311   189,823   
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   ※２ 重要な非資金取引 

 前事業年度にて当社が吸収合併により連結子会社である株式会社動力及び有限会社大香電工から引き継いだ資

産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。 

 また、合併により資本金及び資本準備金の増加はございません。 

 

 科 目 金 額  

流動資産 466,679千円 

固定資産 19,412   

 資産合計 486,091   

流動負債 478,207 

固定負債 25,671 

 負債合計 503,878 

 

 前事業年度にて当社が吸収合併により非連結子会社である株式会社動力より引き継いだ資産及び負債の主な内

訳は次のとおりであります。 

 また、合併により資本金及び資本準備金の増加はございません。 

 

 

 科 目 金 額  

流動資産 9,657千円 

 資産合計 9,657   

流動負債 71 

 負債合計 71 

 

 

（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(１）金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については主に安全性または流動性の高い金融資産で運用し、また、資産調達

については自己資金又は銀行借入で賄う方針であります。デリバティブ取引は利用しておりません。 

    

(２）金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形、完成工事未収金及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。 

投資有価証券は、主に債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク

があります。 

営業債務である買掛金、工事未払金、未払費用、未払法人税等及び未払消費税は、すべて１年以

内の支払期日であります。 

 

(３） 金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理 

当社は、与信管理規定等に従い、営業債権について、取引先ごとに期日及び残高を管理すると

ともに、取引先の信用情報を定期的に把握する体制としております。 

 

②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理 

投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況を把握し、市況や取

引先企業との関係を勘案して保有状況を定期的に見直しております。 
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③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理 

当社では、支払計画を適時に作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リ

スクを管理しております。 

 

(４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

た価格が含まれております。当該価格の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前

提条件等を採用することにより、当該価格が変動することがあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把

握することが極めて困難であると認められるものは、次表には含まれておりません。（（注）２を参

照下さい。）。 

 

前事業年度(平成29年３月31日） 

 
貸借対照表 

 計上額(千円) 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1)現金及び預金 340,811 340,811 － 

(2)売掛金 91,147 91,147 － 

(3)完成工事未収入金 166,992 166,992 － 

(4)投資有価証券 10,000 10,807 807 

資産計 608,950 609,757 807 

(1)買掛金 111,716 111,716 － 

(2)工事未払金 215,035 215,035 － 

(3)短期借入金 110,000 110,000 － 

(4)未払金 9,208 9,208 － 

(5)未払費用 27,884 27,884 － 

(6)未払法人税等 1,038 1,038 － 

(7)未払消費税等 4,583 4,583 － 

負債計 479,464 479,464 － 

 

 

当事業年度(平成30年３月31日） 

 
貸借対照表 

 計上額(千円) 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1)現金及び預金 205,423 205,423 － 

(2)売掛金 122,012 122,012 － 

(3)完成工事未収入金 159,518 159,518 － 

(4)投資有価証券 10,000 10,358 358 

資産計 496,953 497,311 358 

(1)買掛金 94,465 94,465 － 

(2)工事未払金 181,373 181,373 － 

(3)短期借入金 110,000 110,000 － 

(4)未払金 6,296 6,296 － 

(5)未払費用 27,788 27,788 － 

(6)未払法人税等 1,218 1,218 － 
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(7)未払消費税等 4,009 4,009 － 

負債計 425,149 425,149 － 

（注）１．金融商品の時価の算定方法 

資産 

(１)現金及び預金、(２)売掛金、(３)完成工事未収入金 

短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 

     (４)投資有価証券 

 これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関から提示さ

れた価格によっております。 

 また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。 

負債 

(１)買掛金、(２)工事未払金、（３）短期借入金、(４)未払金、(５)未払費用、(６)未払法人税等、（７）未払消費

税等 

 短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。               

  

 
   ２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

                                                  （単位：千円） 

区分 
前事業年度 

（平成29年３月31日） 

当事業年度 

（平成30年３月31日） 

非上場株式（※１） 11,558 11,558 

差入保証金（※２） 32,784 43,839 

 

 

    （※１）市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価評価の対象に含めておりません。 

    （※２）市場価格がなく、償還予定時期を合理的に見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認めら   

        れるため、上記の表に含めておりません。 

 

  ３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 
  前事業年度（平成29年３月31日） 

 
１年以内 

（千円） 

１年超 

５年以内 

（千円） 

５年超 

10年以内 

（千円） 

10年超 

（千円） 

現金及び預金 340,811 － － －

受取手形 5,160 － － －

売掛金 91,147  

完成工事未収入金 166,992 － － －

満期保有目的の債券 － 10,000 － －

合計 604,110 10,000 － －

 

 

  当事業年度（平成30年３月31日） 

 
１年以内 

（千円） 

１年超 

５年以内 

（千円） 

５年超 

10年以内 

（千円） 

10年超 

（千円） 

現金及び預金 205,423 － － －

売掛金 122,012  

完成工事未収入金 159,518 － － －

満期保有目的の債券 － 10,000 － －

合計 486,953 10,000 － －
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（有価証券関係） 

 

１．満期保有目的の債券 

   前事業年度末（平成29年３月31日） 

区分 種類 

貸借対照表 

 計上額（千

円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

時価が貸借対照表額

計上額を超えるもの 

(1)株式 ― ― ― 

(2)債券 10,000 10,807 807 

(3)その他 ― ― ― 

 小計 10,000 10,807 807 

時価が貸借対照表計

上額を超えないもの 

(1)株式 ― ― ― 

(2)債券 ― ― ― 

(3)その他 ― ― ― 

 小計 ― ― ― 

合計 10,000 10,807 807 

 

 

 

 

   当事業年度末（平成30年３月31日） 

区分 種類 

貸借対照表 

 計上額（千

円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

時価が貸借対照表額

計上額を超えるもの 

(1)株式 ― ― ― 

(2)債券 10,000 10,358 358 

(3)その他 ― ― ― 

小計 10,000 10,358 358 

時価が貸借対照表計

上額を超えないもの 

(1)株式 ― ― ― 

(2)債券 ― ― ― 

(3)その他 ― ― ― 

小計 ― ― ― 

合計 10,000 10,358 358 

     

２.その他有価証券 

 前事業年度（平成29年３月31日） 

区分 種類 
貸借対照表 

 計上額（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

貸借対照表額が取得

原価を超えるもの 

(1)株式 ― ― ― 

(2)債券 ― ― ― 

(3)その他 ― ― ― 

 小計 ― ― ― 
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貸借対照表額が取得

原価を超えないもの 

(1)株式   11,558   11,558    ― 

(2)債券   ―    ―    ― 

(3)その他   ―    ―    ― 

 小計   11,558   11,558    ― 

合計   11,558   11,558    ― 

 

 当事業年度（平成30年３月31日） 

区分 種類 
貸借対照表 

 計上額（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

貸借対照表額が取得

原価を超えるもの 

(1)株式 ― ― ― 

(2)債券 ― ― ― 

(3)その他 ― ― ― 

 小計 ― ― ― 

貸借対照表額が取得

原価を超えないもの 

(1)株式   11,558   11,558    ― 

(2)債券   ―    ―    ― 

(3)その他   ―    ―    ― 

 小計   11,558   11,558    ― 

合計   11,558   11,558    ― 

 

（退職給付関係） 

 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は従業員の退職金の支給に備えるため、中小企業退職金共済制度に加入しております。 

 

２．退職給付費用に関する事項 

 前事業年度 当事業年度 

 （自 平成28年４月１日 （自 平成29年４月１日 

  至 平成29年３月31日)  至 平成30年３月31日) 

中小企業退職金共済制度への拠出額 2,050千円 1,960千円 

 

（ストック・オプション等関係） 

１．費用計上額及び科目名 

前事業年度（自 平成28年４月1日 至 平成29年３月31日） 

 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成29年４月1日 至 平成30年３月31日） 

 

該当事項はありません。 

 

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 (１)ストック・オプションの内容 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役  １ 
当社取締役  ２ 

当社従業員  21 

株式の種類別のストック・オプショ

ンの数（株） 
普通株式 350,000 普通株式 143,400 
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付与日 平成27年３月31日 平成27年３月31日 

権利確定条件 

「第５【発行者の状況】１【株式

等の状況】(２)【新株予約権等の

状況】」に記載のとおりでありま

す。 

「第５【発行者の状況】１【株式

等の状況】(２)【新株予約権等の

状況】」に記載のとおりでありま

す。 

対象勤務期間 期間の定めなし 期間の定めなし 

権利行使期間 
自 平成27年３月31日 

至 平成37年３月30日 

自 平成29年３月31日 

至 平成37年３月30日 

 

(２)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当事業年度（平成 30年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。 

ストック・オプションの数 

  第１回新株予約権 第２回新株予約権 

権利確定前 （株）   

前事業年度末 － － 

付与 － － 

失効 － － 

権利確定 － － 

未確定残 － － 

権利確定後（株）                 －           － 

前事業年度末 350,000 143,400 

権利確定 － － 

権利行使 － － 

失効 － － 

未行使残 350,000 143,400 

 

 

 単価情報 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

権利行使価額（円） 138 138 

行使時平均株価（円） － － 

付与日における公正な評価単

価（円） 
1.38 － 

 

 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

第１回新株予約権 

（１）使用した評価技法  モンテカルロ・シミュレーション 

（２）主な基礎数値及び見積方法 

株価変動性 52.92％ 

満期までの期間 10年間 

予想配当 ０ 
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無リスク利子率 0.321％ 

 

第２回新株予約権 

ストック・オプション付与日時点において、当社が未公開企業であるため、ストック・オプションの公

正な評価単価の見積方法を単価あたりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源

的価値の見積方法は、純資産方式を参考にしております。 

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみを反映される方法を採

用しております。 

 

 （税効果会計関係） 

   

  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 

 前事業年度末 

(平成29年３月31日) 
当事業年度末 

(平成30年３月31日) 

繰延税金資産 千円 千円 

 流動   

  賞与引当金 3,512 3,974 

  賞与引当金社会保険料 474 536 

  未払消費税 84 ― 

 固定    

  貸倒引当金 622 787 

  投資有価証券評価損 295 334 

  減損損失 714 331 

  繰越欠損金 40,471 40,584 

繰延税金資産小計 46,175 46,548 

評価性引当額 △46,175 △46,548 

繰延税金資産合計                           ―                           ― 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

 前事業年度末 

(平成29年３月31日) 

当事業年度末 

(平成30年３月31日) 

法定実効税率 税金等調整前当期純損失

を計上しているため、注

記を省略しております。 

33.12％ 

  (調整)  

  交際費等永久に損金にされない項目 ― 

  住民税均等割額 9.70％ 

  評価性引当金 △3.90％ 

  繰越欠損金 △44.80％ 

  のれん償却額 15.57％ 

  その他  0.81％ 

税効果適用後の法人税等の負担率   10.51％ 

 

   
（企業統合関係） 

該当事項はありません 

 

 （資産除去債務関係） 

   当社は、賃貸借契約に基づき使用する事務所等について、退去時における原状回復に係る債務を有してお 

  りますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、移転等の予定もないため、資産除去債務 

  を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。 
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 （セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

 当社は、その主な事業として環境商材販売、施工ならびに架台販売事業を主体とする環境エネルギー事業  

を行っており、単一セグメントであるため記載を省略しております。 

 

 【関連情報】 

前事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

(１)売上高 

本邦以外の売上高がないため、該当事項はありません。 

 

(２)有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 

３．主要な顧客ごとの情報                   

      売上高について10％を超える顧客が存在しないため、記載を省略しております。 

当事業年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

(１)売上高 

本邦以外の売上高がないため、該当事項はありません。 

 

(２)有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません 

 

３．主要な顧客ごとの情報                   

      売上高について10％を超える顧客が存在しないため、記載を省略しております。 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

 

当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

 

当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

 

該当事項はありません 
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 【関連当事者情報】 

１．関連当事者との取引 

  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等 

 

前事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） 

（注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。 

２．取引条件については、一般の取引先と同等の条件によっております。  

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） 

（注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。 

２．取引条件については、一般の取引先と同等の条件によっております。  

 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類 

会社等の 

名称 

又は氏名 

所在地 

資本金 

又は出資金 

(千円) 

事業の 

内容 

又は職業 

議決権等の

所有 

(被所有) 

割合(％) 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 

 

その他の

関係会社 

高島 

株式会社 

東

京

都

千

代

田

区 

3,801,270 卸売業 
(被所有) 

15.0 

架台の販

売、 

材料の仕入 

架台の販売 87,770売掛金 19,869

材料の仕入 1,308,672

買掛金 56,837

工事 

未払金 
193,030

保証金の 

回収 
25,000

差入保証

金 
24,864

種類 

会社等の 

名称 

又は氏名 

所在地 

資本金 

又は出資金 

(千円) 

事業の 

内容 

又は職業 

議決権等の

所有 

(被所有) 

割合(％) 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 

 

その他の

関係会社 

高島 

株式会社 

東

京

都

千

代

田

区 

3,801,270 卸売業 
(被所有) 

16.0 

架台の販

売、 

材料の仕入 

架台の販売 108,353売掛金 29,493

材料の仕入 746,132

買掛金 84,182

工事 

未払金 
72,426

保証金の 

回収 
   ― 

差入保証

金 
24,891
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（１株当たり情報） 

 前事業年度 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成29年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 

１株当たり純資産額 120円  47銭 125円  10銭 

   

  １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 
 

 

前事業年度 

(自  平成28年４月1日 

 至 平成29年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成29年４月1日 

 至 平成30年３月31日) 
 １株当たり当期純利益又は 

 １株当たり当期純損失金額（△） 
△25円00銭 5円67銭 

（算定上の基礎）   

当期純利益金額又は当期純損失金額（△） (千円) △51,640 11,240 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る当期純利益又は 

当期純損失金額（△）(千円) 
△51,640 11,240 

普通株式の期中平均株式数(株) 2,066,000 1,981,737 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった 

潜在株式 

第１回新株予約権350,000株

第２回新株予約権143,400株

 

第１回新株予約権350,000株

第２回新株予約権143,400株

 

前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については１株当たり当期純損失を計上しているため記

載しておりません。また、当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については希薄化を有する株

式がないため記載しておりません。 

 

【重要な後発事象】 

該当事項はありません。 
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 【附属明細表】 
(１)固定資産明細表 

 有形固定資産及び無形固定資産の明細      （単位：千円） 

  
区

分 

資産の種類 

 

当期首残高 

 

当 期 

増加額 

当 期 

減少額 
当期末残高 

当期末減価

償却累計額 

当期 

償却額 

差引当期末

帳簿価額 

有
形
固
定
資
産
 

建 物    16,110     1,120 
    3,733 

   (1,119) 
    13,497     4,534         647     8,962 

機 械 及 び 装 置      1,416        ―        ―      1,416       675        99       741 

車 両 運 搬 具    35,139     4,454    12,828     26,765    21,987     3,154     4,778 

工具、器具及び備品    22,147       260 
    3,605 

     (259) 
    18,802    17,517         1,010     1,284 

計    74,812     5,834 
   20,166 

   (1,379) 
    60,480    44,714       4,911    15,766 

無
形
固
定
資
産
 

ソ フ ト ウ エ ア      4,289        ―        ―      4,289        ―     1,239     3,050 

計     4,289        ―        ―      4,289        ―     1,239     3,050 

長期前払費用    10,048     4,938     4,461     10,524        ―        ―    10,524 

注）１．当期増加のうち主なものは、次のとおりであります。 
    建物         東京営業所              1,120千円 

    車両運搬具      車両３台           4,454千円 

    長期前払費用     保険積立金          4,938千円 

 ２．当期減少のうち主なものは、次のとおりであります 

  建物         減損損失           1,119千円 

 車両運搬具      車両３台           9,674千円 

 長期前払費用     保険解約戻入         4,461千円 

 ３．当期減少額及び期末原価償却累計額には当期減損額及び期末減損累計額が含まれております。 

 

 

(２)有価証券明細表 
投
資
有
価
証
券
 

その他有

価証券 

銘柄 株式(口)数 
貸借対照表 

計上額(千円) 

第1回ﾄﾖﾀ自動車AA型種類株式 1,000 10,598 

ｿﾌﾄﾊ゙ﾝｸ㈱第2回無担保社債 10,000      10,000 

㈱刈谷電気引込工事ｾﾝﾀー 8 80 

ｾﾝﾄｸﾘーｸｺ゙ﾙﾌ 78 880 

計 ― 21,558 

 

(３)社債明細表 

  該当事項はありません。 

 

(４)借入金等明細表 

区分 
当期首残高 

(千円) 

当期末残高 

(千円) 

平均利率

(％) 
返済期限 

短期借入金 110,000 110,000 0.64 ― 

計 110,000 110,000 
 

 

(注)１.平均利率については期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 
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(５)引当金明細表 
                                        （単位：千円） 

区分 当期首残高 当期増加額 
当期減少額 

当期末残高 
目的使用 その他 

賞与引当金 12,000 12,000 12,000 ― 12,000 

貸倒引当金 3,457 251 2,322 ― 1,386 

 

(６)資産除去債務明細表 

該当事項はありません 
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【主な資産及び負債の内容】 

１ 流動資産 

①現金及び預金 

区分 金額(千円) 

現金 151 

預金  

 普通預金 189,671 

  積立預金 5,600 

  定期預金 10,000 

小計 205,272 

合計 205,423 

 

②売掛金 

相手先 金額(千円) 

高島株式会社 29,493 

株式会社大神電設 26,056 

ｸﾗｼｽﾎーﾑ株式会社 10,168 

株式会社ｶーｻ゙ﾐｶﾜ 8,714 

株式会社エイチティーピー 4,826 

その他 42,755 

合計 122,012 

 

  ③売掛金の発生及び回収並びに滞留状況     

当期首残高 

（千円） 

当期発生高 

（千円） 

当期回収高 

（千円） 

当期末残高 

（千円） 

回収率 

（％） 

滞留期間 

（日） 

(A) 
(B)  

（注） 
(C) (D) 

(C) × 100 

(A)＋(B)   
 

(A)＋(D) 

２ 

(B) 

365 
 

91,147 997,936 967,071 122,012 88.8 39.0 

（注）当期発生高には消費税等が含まれております。 

 

④完成工事未収入金  

相手先 金額(千円) 

大賀建設株式会社 20,056 

株式会社中村建材店 12,217 

南国殖産株式会社 9,660 

株式会社ｱーﾙ・ｼー・ｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 5,733 

鈴与商事株式会社 4,340 

その他 107,512 

合計 159,518 
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完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況 
 

  

当期首残高 

（千円） 

当期発生高 

（千円） 

当期回収高 

（千円） 

当期末残高 

（千円） 

回収率 

（％） 

滞留期間 

（日） 

(A) 
(B) 

（注） 
(C) (D) 

(C) × 100 

(A)＋(B)   
 

(A)＋(D) 

２ 

(B) 

365 
 

166,992 860,173 867,647 159,518 84.4 69.2 

（注）当期発生高には消費税等が含まれております。 

 

⑤原材料及び貯蔵品 

区分 金額（千円） 

太陽光発電設備設置事業 2,882 

合計 2,882 

 

⑥未成工事支出金 

区分 金額（千円） 

太陽光発電設備設置事業 材料費 71,715 

外注費 18,175 

労務費 4,268 

経費 704 

合計  94,862 

 

⑦差入保証金 

区分 金額(千円) 

高島株式会社 24,891 

ナカネ新建材株式会社 10,000 

マルシン倉庫有限会社 2,400 

日通不動産株式会社 1,283 

一般個人他 5,265 

合計 43,839 

 

２ 負債 

①買掛金 

相手先 金額(千円) 

高島株式会社 84,182 

株式会社東海共立鋼業 6,461 

その他 3,822 

合計 94,465 

 

 

②工事未払金 

相手先 金額(千円) 

高島株式会社 72,426 

SMB建材㈱ 11,382 
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株式会社明成商会 7,106 

株式会社ジューテック 5,353 

ユアサ商事株式会社 4,881 

その他 80,225 

合計 181,373 

 

（３）【その他】 
該当事項はありません。 

 

第６【外国為替相場の推移】 

該当事項はありません。 
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第７【発行者の株式事務の概要】 

事業年度 毎年４月１日から翌年３月31日まで 

定時株主総会 毎事業年度末日の翌日から３ヶ月以内 

基準日 毎年３月31日 

株券の種類 ― 

剰余金の配当の基準日 
毎年３月31日 

毎年９月30日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え 

 

取扱場所 

 

 

株主名簿管理人 

 

 

取次所 

 

名義書換手数料 

 

新券交付手数料 

 

 

 

名古屋市中区栄三丁目15番33号 

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

 

東京都千代田区丸の内一丁目４番号 

三井住友信託銀行株式会社 

 

三井住友信託銀行株式会社 全国本支店 

 

無料 

 

該当事項はありません 

 

単元未満株式の買取り 

 

取扱場所 

 

 

株主名簿管理人 

 

 

取次所 

 

買取手数料 

 

 

 

名古屋市中区栄三丁目15番33号 

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

 

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 

三井住友信託銀行株式会社 

 

三井住友信託銀行株式会社 全国本支店 

 

無料 

 

公告掲載方法 

電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告

による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。 

公告掲載URL https://www.doryoku.co.jp 

株主に対する特典 該当事項はありません。 

（注）当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができな

い旨を定款に定めております。 

会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 

株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利 
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第二部【特別情報】 
 

第１【外部専門家の同意】 

該当事項はありません。 

 

 

  



 
注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（発行者情報提出会社）が別途保管しております。 
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独立監査人の監査報告書 

平成30年６月29日 

株式会社動力 

取締役会  御中 

  

業務執行社員  公認会計士  小室 豊和   ㊞ 

 
当監査法人は、株式会社東京証券取引所の特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第128条第

３項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社動力の平成29年４月１

日から平成30年３月31日までの第10期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本

等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を

行った。 

 

財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を

得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手

続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて

選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表

の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその

適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが

含まれる。 

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

監査意見 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し 

て、株式会社動力の平成30年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績 

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上 

 

 

代 表 社 員 
業務執行社員 

公認会計士  新開 智之   ㊞ 

  

  

  
  

 


